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「子どもたちの安全下校サポート事業」スタート！ 
 

１ 目的 

  学校とはまっ子ふれあいスクール（以下「はまっ子」という。）及び放課後キッズク

ラブ（以下「キッズ」という。）との連携により、授業終了後、申し込みのあった児童

をはまっ子及びキッズに受け入れ、保護者が迎えに来るまで、学校内で児童の安全を

確保する体制を確立します。 
 
２ 実施内容（下図参照） 

（１）下校時に子どもを迎えに行くことを希望する保護者は、はまっ子に「迎え申込書」

を提出するとともに、はまっ子及びキッズに登録していない児童については、「参加

申込書」を提出します。 

（２）はまっ子及びキッズは、迎えの申込のあった児童名を学校に連絡します。 

（３）学校は、申し込みのあった児童を、はまっ子及びキッズに引き継ぎます。 

（４）はまっ子及びキッズは、保護者が迎えに来た際、児童を保護者に引き渡します。 

※はまっ子及びキッズの保護者会が、当番制で方面別に送るなどの対応も可能とします。 
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３ 実施日程 

平成18年1月10日（火）
はまっ子及びキッズから学校経由で保護者に案内文等を
配布、受付開始

平成18年1月16日（月）はまっ子及びキッズで事業開始
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